
がん患者の治療と社会参加等の両立を応援するために、ウィッグ（かつら）や乳房補整具の購入費用の一部を助成します。

アピアランスケア支援事業制度のオンライン申請方法

【届け出に必要なもの（オンライン申請をする際、お手元にご準備ください。）】
●がんの治療の内容（診断名も含む）を証明する書類 【例】治療方針計画書、手術同意書、診療明細書、お薬手帳、医師の診断書等
※医療用ウィッグは「脱毛の副作用を伴う治療（放射線治療や抗がん剤名等）」、乳房補整具は「乳房の切除を伴う治療」であることが分かる記載が必須です。

●領収書等（宛名（患者様ご本人のフルネーム）、購入日（発行日）、購入金額、購入内訳（物品の種類、金額等）、領収書発行者の名称及び住所の記載が必要）
●振込口座通帳の写し
●申請者のマイナンバーカード（マイナポータルアプリがインストールされているスマートフォンまたはスマホ用署名用電子証明書）

【担当課・問い合わせ】

佐賀市役所 健康づくり課 保健予防二係 （本庁1階 69番窓口） ℡：0952-40-7298

●佐賀市ホームページ「ウィッグ（かつら）、乳房補整具購入費助成制度のご案内」のページ内にある、
関連リンクから申請する。 https://www.city.saga.lg.jp/main/79231.html

①案内文を読んで ②step順に ③入力が済んだら

⑤必要な書類を
アップロード

⑥内容を確認して

重要！ 『がんの治療の内容を証明する書類』、『領収書等』は、郵送にて必ず原本をご提出ください。


